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 （趣旨） 

第１条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則（平成１７年法人規則第７

号）第９０条及び第９１条、国立大学法人筑波大学附属病院職員就業規則（平成１７年法人規

則第１２号）第８９条及び第９０条、国立大学法人筑波大学附属学校職員就業規則（平成１７

年法人規則第１７号）第８６条及び第８７条、国立大学法人筑波大学本部等非常勤職員就業規

則（平成１７年法人規則第１０号）第５４条及び第５５条、国立大学法人筑波大学附属病院非

常勤職員就業規則（平成１７年法人規則第１５号）第５７条及び第５８条 並びに国立大学法人

筑波大学附属学校非常勤職員就業規則（平成１７年法人規則第２０号）第５７条及び第５８条

の規定により、国立大学法人筑波大学（以下「法人」という。）に勤務する職員が業務上の事由

又は通勤途上において負傷、疾病、障害又は死亡（以下「業務上等の災害」という。）を被った

とき、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）又は労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号。以下「労災保険法」という。）に基づき行われる補償又は保険給付に加え、法人が行う

補償（以下「法定外補償」という。）について定めるものとする。 

 

 （業務上等の災害による補償） 

第２条 法定外補償は、職員が業務上等の災害を被り、かつ、労災保険法第１２条の８に規定す

る障害補償給付又は遺族補償給付、同法第２１条に規定する障害給付又は遺族給付が認定され

たとき、法人が当該職員又はその遺族に対し、次条第１項各号に定めるものを行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、第５条に規定する法定外補償の保険の約款において保険金を支払

わない場合に該当するときは、法定外補償を行わない。 

 

 （補償の種類） 

第３条 法定外補償の種類は、次のとおりとする。 

(1) 障害補償 

(2) 遺族補償 

２ 障害補償は、職員が労災保険法に基づく障害補償給付又は障害給付が認定された場合に、当

該障害等級に対応して別表第１に定める額（以下「障害補償額」という。）を当該職員に支給す



る。 

３ 遺族補償は、労災保険法に基づく遺族補償給付又は遺族給付が認定された場合に、職員の遺

族に対し別表第２に定める額（以下「遺族補償額」という。）を支給する。ただし、前項の障害

補償額の支給後に、当該職員が死亡した場合は、遺族補償額から既に給付を行った障害補償額

を控除した額を支給する。 

 

 （遺族の範囲及び順位） 

第４条 第２条に規定する遺族は、労災保険法に基づく遺族補償給付又は遺族給付を最初に受給

する者とする。 

２ 遺族補償額の支給を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合には，遺族補償額はその人数

によって等分して支給するものとする。 

 

 （法定外補償保険） 

第５条 法人は、職員を被保険者とする法定外補償の保険（以下「法定外補償保険」という。）

に加入するものとする。 

２ 法定外補償保険の保険金の受取人は法人とし、法人はその全額を障害補償額又は遺族補償額

として支払うものとする。 

 

 （雑則） 

第６条 この法人規程に定めるもののほか、法定外補償に関し必要な事項は、法人細則で定める。 

 

   附 則 

 この法人規程は、平成１６年５月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平１７．３．２４法人規程２８号） 

 この法人規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１７．９．２９法人規程５５号） 

１ この法人規程は、平成１７年９月２９日から施行し、この法人規程による改正後の国立大学

法人筑波大学職員災害補償規程の規定は、同年７月１日（次項において「適用日」という。）か

ら適用する。 

２ この法人規程の適用日前に発生した業務上等の災害に係る障害補償額については、なお従前

の例による。 

 

 附 則（平１８．３．２３法人規程１２号） 

  この法人規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 附 則（平１９．３．２２法人規程２２号） 



  この法人規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条第２項関係） 

  障害補償額 

障害補償額 
障害等級 

業務上災害 通勤災害 

第１級 １，５４０万円   ９７５万円

第２級 １，５００万円   ９４０万円

第３級 １，４６０万円   ９０５万円

第４級   ８７５万円   ５５０万円

第５級   ７４５万円   ４７０万円

第６級   ６１５万円   ３９０万円

第７級   ４８５万円   ３１０万円

第８級   ３２０万円   １９５万円

第９級   ２５０万円   １５５万円

第１０級   １９５万円   １２０万円

第１１級   １４５万円    ９０万円

第１２級   １０５万円    ６５万円

第１３級    ７５万円    ４５万円

第１４級    ４５万円    ３０万円

 

別表第２（第３条第３項関係） 

  遺族補償額 

遺族補償額  

業務上災害 通勤災害 

死 亡 １，８６０万円 １，１３０万円

 


